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附
則
第
三
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
平
成
三
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
標
準
的
な
規
模
の
収
入
の
額
の
特
例
）

（
平
成
三
十
二
年
度

に
お
け
る
標
準
的
な
規
模
の
収
入
の
額
の
特
例
）

第
十
四
条

平
成
三
十
二
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
額

第
十
四
条

平
成
三
十
二
年
度

に
お
け
る
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
額

の
算
定
に
係
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に

の
算
定
に
係
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
号
イ

第
十
四
条

附
則
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
の

第
一
号
イ

第
十
四
条

附
則
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
の

規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合

規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合

に
お
け
る
地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方

に
お
け
る
地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方

財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
八
条
第

成
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
八
条
第

一
項

一
項
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方

交
付
税
法
第
十
四
条
（
以
下
こ
の
条
に

交
付
税
法
第
十
四
条
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法

お
い
て
「
読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法

第
十
四
条
」
と
い
う
。
）

第
十
四
条
」
と
い
う
。
）

略

略



- 2 -

略

略

（
平
成
三
十
三
年
度
以
後
に
お
け
る
標
準
的
な
規
模
の
収
入
の
額
の
特
例
）

（
削
る
）

第
十
五
条

平
成
三
十
三
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
額

の
算
定
に
係
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
号
イ

第
十
四
条

附
則
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
の

規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合

に
お
け
る
地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方

財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
地
方
交
付

税
法
第
十
四
条
」
と
い
う
。
）

か
ら
同
条

に
読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
分
離
課
税

所
得
割
交
付
金
（
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則

第
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市

に
対
し
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
分
離

課
税
に
係
る
所
得
割
に
係
る
交
付
金
を
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い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

交
付
見
込
額
（
以
下
イ
及
び
次
号
に
お

い
て
「
特
定
交
付
見
込
額
」
と
い
う
。

）
を
加
算
し
た
額
か
ら
読
替
え
後
の
地

方
交
付
税
法
第
十
四
条

及
び
航
空
機
燃

、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
交
通
安
全

料
譲
与
税

対
策
特
別
交
付
金

合
算
額

合
算
額
か
ら
特
定
交
付
見
込
額
を
控
除

し
た
額

第
一
号
ロ

地
方
交
付
税
法

読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条

第
十
四
条

地
方
税
法
（
昭

地
方
税
法

和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
十

六
号
）

同
条

読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条

第
二
号

同
法
第
十
四
条

読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条

か
ら

に
特
定
交
付
見
込
額
を
加
算
し
た
額
か

ら

合
算
額

合
算
額
か
ら
特
定
交
付
見
込
額
を
控
除

し
た
額

第
三
号

同
法
第
十
四
条

読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条

同
条

読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
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及
び
石
油
ガ
ス

、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
交
通
安
全
対
策

譲
与
税

特
別
交
付
金
及
び
分
離
課
税
所
得
割
交

付
金

第
四
号

同
法
第
十
四
条

読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条

同
条

読
替
え
後
の
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条

及
び
地
方
揮
発

、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
交
通
安
全

油
譲
与
税

対
策
特
別
交
付
金

第
五
号

地
方
自
治
法
施

地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財
政
の
特

行
令
（
昭
和
二

別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
二
年
政
令
第

十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
第
二
条
の

十
六
号
）

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第

十
六
号
）
附
則
第
七
条
の
四
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令

第
二
項

地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十
条
の
十

二
第
二
項

基
準
財
政
収
入

基
準
財
政
収
入
額
（
地
方
交
付
税
法
附

額

則
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
条
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
お

お
む
ね
準
ず
る
算
定
方
法
に
よ
り
加
算

し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
額
に
相

当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
当
該

算
定
方
法
に
よ
り
控
除
し
た
額
が
あ
る
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場
合
に
は
当
該
額
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
額
と
す
る
。
）

及
び
地
方
揮
発

、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
及
び
交
通
安
全

油
譲
与
税

対
策
特
別
交
付
金

（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例
）

（
平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例
）

第
十
五
条

略

第
十
六
条

略

（
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例
）

（
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例
）

第
十
六
条

略

第
十
七
条

略

（
平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例
）

（
平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例
）

第
十
七
条

略

第
十
八
条

略

（
平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例
）

（
平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例
）

第
十
八
条

略

第
十
九
条

略

（
平
成
三
十
三
年
度
以
後
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例

（
平
成
三
十
三
年
度

に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例

）

）

第
十
九
条

平
成
三
十
三
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

第
二
十
条

平
成
三
十
三
年
度

に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

額
の
算
定
に
係
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
第
十

額
の
算
定
に
係
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
条
中
「
第
十

三
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

三
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

十
三
条
各
号
」
と
す
る
。

十
三
条
各
号
」
と
す
る
。
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（
平
成
三
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
赤
字
に
よ
り
起
債
許
可
団
体
と
な
る
額
の
特
例

）

（
削
る
）

第
二
十
一
条

平
成
三
十
四
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
額
の
算
定
に
係
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
第

十
三
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

第
十
三
条
各
号
」
と
す
る
。

（
土
地
の
利
用
関
係
の
調
整
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き

（
土
地
の
利
用
関
係
の
調
整
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き

経
費
）

経
費
）

第
二
十
条

略

第
二
十
二
条

略
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附
則
第
四
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
九
十
七
号
）
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定
の
特
例

（
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定
の
特
例

）

）

第
四
条

平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定
に

第
四
条

平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定
に

係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第

係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第

一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号
イ

え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号
イ

」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一
号
ロ
」
と
あ

れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一
号
ロ
」
と
あ

る
の
は
「
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号

る
の
は
「
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号

ロ
」
と
す
る
。

ロ
」
と
す
る
。

（
平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定
の
特

（
平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定
の
特

例
）

例
）

第
五
条

平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定

第
五
条

平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定

に
係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条

に
係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条

第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号

替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号

イ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

イ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
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ら
れ
た
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一
号
ロ
」
と
あ
る

ら
れ
た
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一
号
ロ
」
と
あ
る

の
は
「
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
ロ

の
は
「
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
ロ

」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

（
平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定
の
特

（
平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定
の
特

例
）

例
）

第
六
条

平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定

第
六
条

平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定

に
係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条

に
係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
条

第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号

替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号

イ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

イ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
第
二
項
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一
号
ロ
」
と

ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一
号
ロ
」
と

あ
る
の
は
「
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一

あ
る
の
は
「
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一

号
ロ
」
と
す
る
。

号
ロ
」
と
す
る
。

（
平
成
三
十
三
年
度
以
後
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定

（
平
成
三
十
三
年
度

に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定

の
特
例
）

の
特
例
）

第
七
条

平
成
三
十
三
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再

第
七
条

平
成
三
十
三
年
度

に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再

生
基
準
の
算
定
に
係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

生
基
準
の
算
定
に
係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
第
七
条
第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第

て
は

、
第
七
条
第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一
号

二
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一
号

イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読

イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一
号

み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一
号
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ロ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三

ロ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三

条
第
一
号
ロ
」
と
す
る
。

条
第
一
号
ロ
」
と
す
る
。

（
平
成
三
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再
生
基
準
の
算
定

の
特
例
）

（
削
る
）

第
八
条

平
成
三
十
四
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
早
期
健
全
化
基
準
及
び
財
政
再

生
基
準
の
算
定
に
係
る
第
七
条
第
一
号
及
び
第
八
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
第
七
条
第
一
号
ハ
中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第

二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
二
条
」
と
、
第
八
条
第
一

号
イ
⑴
中
「
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十
三
条
第
一
号
イ
」
と
、
同
号
イ
⑵
中
「
第
十
三
条
第
一

号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
十

三
条
第
一
号
ロ
」
と
す
る
。

（
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
に
お
け
る
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と

（
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
に
お
け
る
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と

が
で
き
る
場
合
の
特
例
）

が
で
き
る
場
合
の
特
例
）

第
八
条

略

第
九
条

略
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附
則
第
五
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
九
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
四
号
）
）

改

正

後

改

正

前

（
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
と
し
て
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
額

（
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
と
し
て
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
額

の
計
算
方
法
）

の
計
算
方
法
）

第
一
条

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三

第
一
条

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措

置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
法
人
特
別

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
法
人
特
別

税
と
し
て
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に

税
と
し
て
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に

規
定
す
る
按
分
し
た
額

の
う
ち
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に

規
定
す
る
あ
ん
分
し
た
額
の
う
ち
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に

あ
ん

お
い
て
「
地
方
法
人
特
別
税
按
分
額

」
と
い
う
。
）
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

お
い
て
「
地
方
法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
」
と
い
う
。
）
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
、
又
は
地
方
法
人
特
別
税
按
分
額

の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
で
あ
っ

と
き
、
又
は
地
方
法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
で
あ
っ

て
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
按
分
額

の
全
額
に
切
捨
て
累
計
額
（

て
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
の
全
額
に
切
捨
て
累
計
額
（

納
付
が
あ
っ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五

納
付
が
あ
っ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
行
う
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
行
う
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事

業
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
併

業
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
併

せ
て
賦
課
さ
れ
、
又
は
申
告
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
に
つ
い

せ
て
賦
課
さ
れ
又
は

申
告
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
に
つ
き

て
既
に
納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
既
に
納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
既
に
納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
の
地
方
法
人
特
別
税
按
分
額

に
つ
い

、
既
に

納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
の
地
方
法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
に
つ
き

て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
切
り
捨
て
ら
れ
た
額
の
累
計
額
を
い
い
、
当
該
切

こ
の
項

の
規
定
の
適
用
に
よ
り
切
り
捨
て
ら
れ
た
額
の
累
計
額
を
い
い
、
当
該
切
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り
捨
て
ら
れ
た
額
が
な
い
場
合
に
は
零
と
す
る
。
）
を
加
算
し
た
額
か
ら
切
上
げ
累

り
捨
て
ら
れ
た
額
が
な
い
場
合
に
は
零
と
す
る
。
）
を
加
算
し
た
額
か
ら
切
上
げ
累

計
額
（
納
付
が
あ
っ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
に
係
る
法
第
十
条
又

計
額
（
納
付
が
あ
っ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の
事
業
税
に
係
る
法
第
十
条
又

は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
併
せ
て
賦
課
さ
れ
、
又
は
申
告
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別

は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
併
せ
て
賦
課
さ
れ
又
は

申
告
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別

税
及
び
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
既
に
納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の

税
及
び
法
人
の
事
業
税
に
つ
き
、
既
に
納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
及
び
法
人
の

事
業
税
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
既
に
納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
の
地
方

事
業
税
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に

納
付
さ
れ
た
地
方
法
人
特
別
税
の
地
方

法
人
特
別
税
按
分
額

に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
一
円
と
さ
れ
た
額

法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
に
つ
き
こ
の
項

の
規
定
の
適
用
に
よ
り
一
円
と
さ
れ
た
額

を
一
円
か
ら
控
除
し
た
額
の
累
計
額
を
い
い
、
当
該
一
円
と
さ
れ
た
額
が
な
い
場
合

を
一
円
か
ら
控
除
し
た
額
の
累
計
額
を
い
い
、
当
該
一
円
と
さ
れ
た
額
が
な
い
場
合

に
は
零
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
残
額
が
五
十
銭
未
満
と
な
る
と
き
、
又
は
残
額
が

に
は
零
と
す
る
。
）
を
控
除
し
た
残
額
が
五
十
銭
未
満
と
な
る
と
き
又
は

残
額
が

な
い
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
按
分
額

の
全
額
を
切
り
捨

な
い
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
の
全
額
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
し
、
当
該
残
額
が
五
十
銭
以
上
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は

て
る
も
の
と
し
、

五
十
銭
以
上
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は

地
方
法
人
特
別
税
按
分
額

の
全
額
を
一
円
と
す
る
。

地
方
法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
の
全
額
を
一
円
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
法
人
特
別
税

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
法
人
特
別
税

と
し
て
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
額
は
前
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
地

と
し
て
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
額
は
前
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
地

方
法
人
特
別
税
按
分
額

に
相
当
す
る
額
と
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
人

方
法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
に
相
当
す
る
額
と
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
人

の
事
業
税
と
し
て
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
額
は
同
項
の
納
付
額
か
ら
当
該
地

の
事
業
税
と
し
て
納
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
額
は
同
項
の
納
付
額
か
ら
当
該
地

方
法
人
特
別
税
按
分
額

に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

方
法
人
特
別
税
あ
ん
分
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
適
用
の
特
例
等
）

（
法
人
税
法
施
行
令
の
適
用
の
特
例
等
）

第
九
条

地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
政
令
の
適
用
に
つ
い

第
九
条

地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
政
令
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。

ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

法
人
税
法
施
行
令

第
七
十
八
条
の
二

同
じ
。
）

同
じ
。
）
及
び
旧

法
人
税
法
施
行
令

第
百
三
十
九
条
の

地
方
税
に
該
当
す

地
方
税
に
該
当
す
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（
昭
和
四
十
年
政

第
一
項
第
一
号

地
方
法
人
特
別
税

（
昭
和
四
十
年
政

六
第
一
項

る

る
も
の
と
し
、
地

令
第
九
十
七
号
）

に
係
る
徴
収
金
（

令
第
九
十
七
号
）

方
税
法
第
十
一
条

旧
地
方
法
人
特
別

の
二
、
第
十
一
条

税
（
地
方
税
法
等

の
四
か
ら
第
十
一

の
一
部
を
改
正
す

条
の
八
ま
で
若
し

る
等
の
法
律
（
平

く
は
第
十
二
条
の

成
二
十
八
年
法
律

二
第
二
項
又
は
第

第
十
三
号
）
附
則

十
一
条
の
三
（
第

第
三
十
一
条
第
二

二
次
納
税
義
務
）

項
の
規
定
に
よ
り

の
規
定
の
例
に
よ

な
お
そ
の
効
力
を

り
納
付
す
べ
き
地

有
す
る
も
の
と
さ

方
法
人
特
別
税
及

れ
た
同
法
第
九
条

び
地
方
法
人
特
別

の
規
定
に
よ
る
廃

税
に
係
る
延
滞
金

止
前
の
地
方
法
人

等
（
地
方
法
人
特

特
別
税
等
に
関
す

別
税
に
係
る
延
滞

る
暫
定
措
置
法
（

金
及
び
加
算
金
を

平
成
二
十
年
法
律

い
う
。
次
項
に
お

第
二
十
五
号
）
に

い
て
同
じ
。
）
並

規
定
す
る
地
方
法

び
に
こ
れ
ら
の
督

人
特
別
税
を
い
う

促
手
数
料
及
び
滞

。
第
百
十
一
条
の

納
処
分
費
は
、
法

四
第
一
号
に
お
い

第
三
十
九
条
第
一
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て
同
じ
。
）
並
び

項
第
一
号
又
は
同

に
そ
の
督
促
手
数

条
第
二
項
第
一
号

料
、
延
滞
金
、
過

に
掲
げ
る
国
税
に

少
申
告
加
算
金
、

該
当
す
る

不
申
告
加
算
金
、

第
百
三
十
九
条
の

加
算
金
に
該
当
す

加
算
金
に
該
当
す

重
加
算
金
及
び
滞

六
第
二
項

る

る
も
の
と
し
、
地

納
処
分
費
を
い
う

方
法
人
特
別
税
に

。
次
項
第
一
号
に

係
る
延
滞
金
等
（

お
い
て
同
じ
。
）

地
方
税
法
第
七
十

第
七
十
八
条
の
二

特
別
法
人
事
業
税

特
別
法
人
事
業
税

二
条
の
四
十
五
の

第
二
項
第
一
号

に
係
る
徴
収
金

に
係
る
徴
収
金
及

二
（
法
人
の
事
業

び
旧
地
方
法
人
特

税
に
係
る
納
期
限

別
税
に
係
る
徴
収

の
延
長
の
場
合
の

金

延
滞
金
）
の
規
定

第
百
十
一
条
の
四

に
係
る
延
滞
金

及
び
旧
地
方
法
人

の
例
に
よ
り
納
付

第
一
号

特
別
税
に
係
る
延

す
べ
き
延
滞
金
を

滞
金

除
く
。
）
は
、
同

相
続
税
法
施
行
令

第
一
条
の
十
第
五

特
別
法
人
事
業
税

な
お
効
力
を
有
す

項
第
一
号
に
掲
げ

（
昭
和
二
十
五
年

項
第
一
号

及
び
特
別
法
人
事

る
廃
止
前
暫
定
措

る
延
滞
税
及
び
加

政
令
第
七
十
一
号

業
譲
与
税
に
関
す

置
法
（
地
方
税
法

算
税
に
該
当
す
る

）

る
法
律
（
平
成
三

等
の
一
部
を
改
正

相
続
税
法
施
行
令

第
一
条
の
十
第
五

翌
期
控
除
事
業
税

翌
期
控
除
事
業
税

十
一
年
法
律
第
四

す
る
等
の
法
律
（

（
昭
和
二
十
五
年

項
第
一
号

相
当
額

等
相
当
額

号
）
の
規
定
を
適

平
成
二
十
八
年
法

政
令
第
七
十
一
号

事
業
税
の
額
を
い

事
業
税
の
額
及
び
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用
し
て
計
算
し
た

律
第
十
三
号
）
附

）

う

地
方
法
人
特
別
税

特
別
法
人
事
業
税

則
第
三
十
一
条
第

等
に
関
す
る
暫
定

二
項
の
規
定
に
よ

措
置
法
（
平
成
二

り
な
お
そ
の
効
力

十
年
法
律
第
二
十

を
有
す
る
も
の
と

五
号
）
の
規
定
を

さ
れ
た
同
法
第
九

適
用
し
て
計
算
し

条
の
規
定
に
よ
る

た
地
方
法
人
特
別

廃
止
前
の
地
方
法

税
の
額
の
合
計
額

人
特
別
税
等
に
関

を
い
う

す
る
暫
定
措
置
法

及
び
地
方
税
法
の

並
び
に
地
方
税
法

（
平
成
二
十
年
法

規
定
を
適
用
し
て

の
規
定
を
適
用
し

律
第
二
十
五
号
）

計
算
し
た
事
業
税

て
計
算
し
た
事
業

を
い
う
。
第
三
号

の
額

税
の
額
及
び
地
方

並
び
に
第
三
十
三

法
人
特
別
税
等
に

条
第
一
項
第
一
号

関
す
る
暫
定
措
置

及
び
第
三
号
に
お

法
の
規
定
を
適
用

い
て
同
じ
。
）
の

し
て
計
算
し
た
地

規
定
を
適
用
し
て

方
法
人
特
別
税
の

計
算
し
た
旧
地
方

額

法
人
特
別
税
（
な

第
三
十
三
条
第
一

翌
期
控
除
事
業
税

翌
期
控
除
事
業
税

お
効
力
を
有
す
る

項
第
一
号

相
当
額

等
相
当
額

廃
止
前
暫
定
措
置

）
の
額

）
の
額
及
び
地
方

法
に
規
定
す
る
地

法
人
特
別
税
等
に
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方
法
人
特
別
税
を

関
す
る
暫
定
措
置

い
う
。
第
三
号
並

法
の
規
定
を
適
用

び
に
第
三
十
三
条

し
て
計
算
し
た
地

第
一
項
第
一
号
及

方
法
人
特
別
税
の

び
第
三
号
に
お
い

額
の
合
計
額

て
同
じ
。
）

及
び

並
び
に

第
一
条
の
十
第
五

特
別
法
人
事
業
税

な
お
効
力
を
有
す

事
業
税
の
額

事
業
税
の
額
及
び

項
第
三
号
並
び
に

及
び
特
別
法
人
事

る
廃
止
前
暫
定
措

地
方
法
人
特
別
税

第
三
十
三
条
第
一

業
譲
与
税
に
関
す

置
法
の
規
定
を
適

等
に
関
す
る
暫
定

項
第
一
号
及
び
第

る
法
律
の
規
定
を

用
し
て
計
算
し
た

措
置
法
の
規
定
を

三
号

適
用
し
て
計
算
し

旧
地
方
法
人
特
別

適
用
し
て
計
算
し

た
特
別
法
人
事
業

税

た
地
方
法
人
特
別

税

税
の
額
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附
則
第
六
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
三
号
）
）

改

正

後

改

正

前

第
七
条
及
び
第
八
条

削
除

第
七
条

削
除

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
五

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号

21
）
附
則
第
三
十
一
条
第
九
項
又
は
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
金
は
、
法
第
二

条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
支
払
金
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
四
の
二

略

一
～
四
の
二

略

四
の
三

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
令
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
令
第
六
条
の
十
四

四
の
三

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
令
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
令
第
六
条
の
十
四

第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
六
条
の
二
十
一
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
第
一

第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
六
条
の
二
十
一
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
第
一

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
九
条
の
六

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
九
条
の
六

の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
九
条
の
七
第
七
項
の
改
正
規
定
（
「
百
分
の

の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
九
条
の
七
第
七
項
の
改
正
規
定
（
「
百
分
の
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三
・
二
」
を
「
百
分
の
一
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
十
九
項
の

三
・
二
」
を
「
百
分
の
一
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
十
九
項
の

改
正
規
定
、
同
令
第
二
章
第
二
節
中
第
三
十
五
条
の
四
の
四
の
次
に
二
条
を
加
え

改
正
規
定
、
同
令
第
二
章
第
二
節
中
第
三
十
五
条
の
四
の
四
の
次
に
二
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
章
第
七
節
を
削
る
改
正
規
定
、
同
章
第
六
節
中
第
四
十
一
条
の

る
改
正
規
定
、
同
章
第
七
節
を
削
る
改
正
規
定
、
同
章
第
六
節
中
第
四
十
一
条
の

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
章
第
九
節
を
削
り
、
同
章
第
八
節
を
同
章
第

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
章
第
九
節
を
削
り
、
同
章
第
八
節
を
同
章
第

七
節
と
し
、
同
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
章
第
十
節
を
同
章
第
九

七
節
と
し
、
同
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
章
第
十
節
を
同
章
第
九

節
と
す
る
改
正
規
定
、
同
章
第
十
一
節
を
同
章
第
十
節
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令

節
と
す
る
改
正
規
定
、
同
章
第
十
一
節
を
同
章
第
十
節
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令

第
四
十
八
条
の
十
二
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
の
十
二
の
三
第
一
項
の
改
正

第
四
十
八
条
の
十
二
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
の
十
二
の
三
第
一
項
の
改
正

規
定
、
同
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
八
項
及
び
第
三
十
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第

規
定
、
同
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
八
項
及
び
第
三
十
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第

五
十
二
条
の
十
八
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
章
第
二
節
の
二
中
第
五
十
二
条
の
十

五
十
二
条
の
十
八
の
改
正
規
定
、
同
令
第
三
章
第
二
節
の
二
中
第
五
十
二
条
の
十

八
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
七
条
の
二
後
段
の
改
正
規
定

八
の
次
に
五
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
七
条
の
二
後
段
の
改
正
規
定

、
同
令
第
五
十
七
条
の
二
の
五
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第

、
同
令
第
五
十
七
条
の
二
の
五
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第

五
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
十
五
条
の
二
の
次
に
四
条
を
加
え
る

五
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
十
五
条
の
二
の
次
に
四
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
三
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二

改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
三
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二

を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
令
附
則
第
三
十
四
条
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
第
九
条

を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
令
附
則
第
三
十
四
条
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
第
九
条

並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
条
第
三
項
か
ら

並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
条
第
三
項
か
ら

第
七
項
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
六
条

、
第
十
七
条
及
び

第
七
項
ま
で
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
及
び

第
十
八
条
の
規
定

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日

第
十
八
条
の
規
定

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日

四
の
四

略

四
の
四

略

五
か
ら
七
ま
で

削
除

五

附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定

平
成
三
十
三
年
一
月
一
日

六

第
八
条
並
び
に
附
則
第
十
五
条
並
び
に
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定

平
成
三
十
三
年
二
月
一
日

七

附
則
第
十
六
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定

平
成
三
十
三
年
四
月
一
日

八
～
十
三

略

八
～
十
三

略
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（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

削
除

第
十
五
条

附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
同
条
第
七
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
十
一
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
第
十
三
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
の
規
定
」
と

す
る
。

（
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条

附
則
第
一
条
第
四
号
の
三
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
事

第
十
六
条

附
則
第
一
条
第
四
号
の
三
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
事

業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
と
併
せ
て
賦
課
さ
れ
、
又
は
申
告
さ
れ
る
改
正
法
附

業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
と
併
せ
て
賦
課
さ
れ
、
又
は
申
告
さ
れ
る
改
正
法
附

則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改

則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改

正
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

正
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
は
、

（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
は
、

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行

令

の
規
定

令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
条
第
一
項

地
方
法
人
特
別
税

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

等
に
関
す
る
暫
定

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号

措
置
法

）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
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さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃

止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る

暫
定
措
置
法

第
九
条
の
表
法
人

地
方
法
人
特
別
税

旧
地
方
法
人
特
別
税
（
地
方
税
法
等
の

税
法
施
行
令
（
昭

及
び
地
方
法
人
特

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二

和
四
十
年
政
令
第

別
税

十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十

九
十
七
号
）
の
項

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第

九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法

人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（

平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規

定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
旧

地
方
法
人
特
別
税

（
地
方
法
人
特
別

（
旧
地
方
法
人
特
別
税

税、
地
方
法
人
特
別

、
旧
地
方
法
人
特
別
税

税

第
九
条
の
表
相
続

地
方
法
人
特
別
税

な
お
効
力
を
有
す
る
廃
止
前
暫
定
措
置

税
法
施
行
令
（
昭

等
に
関
す
る
暫
定

法
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

和
二
十
五
年
政
令

措
置
法
（
平
成
二

等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十

第
七
十
一
号
）
の

十
年
法
律
第
二
十

三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規

項

五
号
）

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
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の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関

す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律

第
二
十
五
号
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
）

地
方
法
人
特
別
税

旧
地
方
法
人
特
別
税
（
な
お
効
力
を
有

の
額
の
合
計
額
を

す
る
廃
止
前
暫
定
措
置
法
に
規
定
す
る

い
う

地
方
法
人
特
別
税
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
額
の
合
計
額
を
い

う

地
方
法
人
特
別
税

な
お
効
力
を
有
す
る
廃
止
前
暫
定
措
置

等
に
関
す
る
暫
定

法
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
旧
地

措
置
法
の
規
定
を

方
法
人
特
別
税

適
用
し
て
計
算
し

た
地
方
法
人
特
別

税

２

改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
条
及

び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三

条
中
「
法
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
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八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
四
条
第
二
項
」
と
、
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
五
条
第
二

項
中
「
法
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改

正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
四
条
第
二
項

、
法
第
十
六
条
及
び
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
」

と
す
る
。

３

改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
二
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附

則
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
二
条
第
三
項
」
と

す
る
。

４

改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
条

及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第

三
条
中
「
法
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
平
成
二

十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
四
条
第
二
項
」
と
、
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
五

条
第
二
項
中
「
法
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
八
年
地
方

税
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十

四
条
第
二
項
、
法
第
十
六
条
及
び
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十

一
条
第
七
項
」
と
す
る
。
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５

改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
十
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
二
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附

則
第
三
十
一
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
二
条
第
三
項
」
と

す
る
。

６

改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三

条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令

第
三
条
中
「
法
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
平
成

二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
一
条
第
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
十
四
条
第
二
項
」
と
、
廃
止
前
暫
定
措
置
法
施
行
令

第
五
条
第
二
項
中
「
法
第
十
四
条
及
び
第
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
八
年

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
一
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

法
第
十
四
条
第
二
項
、
法
第
十
六
条
及
び
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則

第
三
十
一
条
第
十
一
項
」
と
す
る
。
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附
則
第
七
条
に
よ
る
改
正
（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
二
十
六
号
）
）

改

正

後

改

正

前

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
附
則
第
十
六
条

の
規

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃

止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令

第
九
条

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令

第
百
三
十
三
号
）
附
則
第
十
六
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

第
百
三
十
三
号
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す

も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す

る
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

る
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
適
用
の
特
例
）

（
地
方
税
法
施
行
令
の
適
用
の
特
例
）

第
八
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
地
方
団
体
の
徴
収
金
と
み
な
さ

第
八
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
地
方
団
体
の
徴
収
金
と
み
な
さ

れ
た
地
方
法
人
特
別
税
並
び
に
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
延
滞
金
及
び
加
算
金
に

れ
た
地
方
法
人
特
別
税
並
び
に
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
延
滞
金
及
び
加
算
金
に

つ
い
て
の
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
五
十

つ
い
て
の
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
五
十

七
条
の
五
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
号
中
「
事
業
税
」
と
あ

七
条
の
五
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
号
中
「
事
業
税
」
と
あ

る
の
は
、
「
事
業
税
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二

る
の
は
、
「
事
業
税
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二

十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を

十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税

等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方

等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
地
方

法
人
特
別
税
」
と
す
る
。

法
人
特
別
税
」
と
す
る
。
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附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

三

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
令
第
六
条
の
九
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、

三

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
令
第
六
条
の
九
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、

第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号

第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号

、
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
並
び

、
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
並
び

に
第
三
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
六
条
の
二
に
一
項
を
加

に
第
三
十
四
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
六
条
の
二
に
一
項
を
加

え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
（
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主

え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
（
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主

義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
二
百
二
十
七
号
）
第
三
十
二
条
第
七
項
第
一
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び

第
二
百
二
十
七
号
）
第
三
十
二
条
第
七
項
第
一
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）

第
九
条
の
規
定

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

の
規
定

平
成
三
十
二
年
四
月
一
日

四
及
び
五

略

四
及
び
五

略

（
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
九
条

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
三
十
一
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
七
十
二
条
の
三
十
三
」
を
「
第
七
十
二
条
の

三
十
一
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
八
条
に
よ
る
改
正
（
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
）

改

正

後

改

正

前

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
）

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

自
治
税
務
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
条

自
治
税
務
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

地
方
自
治
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
地
方
税
制
（
地
方
税
及
び
特
別

一

地
方
自
治
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
地
方
税
制
（
地
方
税

法
人
事
業
税
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税

、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税

、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
特
別
法
人

、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税

事
業
譲
与
税
並
び
に
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
、
国
有
資
産
等
所
在
都
道

並
び
に
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
、
国
有
資
産
等
所
在
都
道

府
県
交
付
金
及
び
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
制
度
を

府
県
交
付
金
及
び
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
制
度
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
関
す

い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二
及
び
三

略

二
及
び
三

略

四

地
方
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ

四

地
方
税

に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ

と
。

と
。

五

略

五

略

六

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
こ

六

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
税

に
関
す
る
こ

と
。

と
。

七

地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
特
別
と
ん

七

地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
特
別
と
ん

譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税

譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

八
及
び
九

略

八
及
び
九

略
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（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
三
条

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
十
三
条

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

略

一
～
七

略

八

地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
特
別
と
ん

八

地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
、
特
別
と
ん

譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税

譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

九

略

九

略

（
都
道
府
県
税
課
の
所
掌
事
務
）

（
都
道
府
県
税
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
四
条

都
道
府
県
税
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
十
四
条

都
道
府
県
税
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

都
道
府
県
税
（
道
府
県
税
及
び
都
税
（
道
府
県
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き

一

都
道
府
県
税
（
道
府
県
税
及
び
都
税
（
道
府
県
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き

る
税
目
に
限
る
。
）
を
い
い
、
法
定
外
普
通
税
及
び
法
定
外
目
的
税
を
除
く
。
次

る
税
目
に
限
る
。
）
を
い
い
、
法
定
外
普
通
税
及
び
法
定
外
目
的
税
を
除
く
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案

号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
税

に
関
す
る

こ
と
。

こ
と
。

附

則

附

則

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
五
条

自
治
税
務
局
は
、
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
地
方

第
五
条

自
治
税
務
局
は
、
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
地
方

法
人
特
別
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
に
関
す
る
事
務
を
つ

法
人
特
別
税
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
及
び
地
方
道
路
譲
与
税
に
関
す
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
及
び
特
別
法
人
事
業
税

か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
地
方
税
、
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」
と
あ
る
の
は
「
、
特
別
法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
」
と
、
「
及
び
特

」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
（

地
方
法
人
特
別
税
を
含
む
。
以
下
同

別
法
人
事
業
譲
与
税
」
と
あ
る
の
は
「
、
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
、
地
方
道
路
譲
与

じ
。
）
、
地
方
法
人
特
別
譲
与
税

、
地
方
道
路
譲
与

税
及
び
地
方
法
人
特
別
譲
与
税
」
と
す
る
。

税
、
」
と
す
る

。


